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長崎県鳥インフルエンザ防疫マニュアル 

 

１ 目 的 
 このマニュアルは、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザが長

崎県内で発生した場合、本県養鶏産業の被害を最小限に抑えるために必要な対策を、

迅速かつ的確に実施するために策定するものである。 

 

 

２ 基本方針 
 高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの防疫措置は、「家畜伝

染病予防法」（昭和 26 年 5 月 31 日法律第 166 号。以下「法」という。）、長崎県家畜

伝染病予防法施行細則（昭和 27 年 8 月 12 日長崎県規則 44 号）及び長崎県家畜伝染

病予防規則（昭和 27 年 8 月 12 日長崎県規則 45 号）、「高病原性鳥インフルエンザ及

び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫方針」（令和 2 年 7 月 1 日

付け農林水産大臣公表。以下「防疫指針」という。）、「高病原性鳥インフルエンザ及

び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく発生予防及

びまん延防止措置の実施に当たっての留意事項について」（令和 7年 10 月 1 日付け 7

消安第 3954号農林水産省消費・安全局長通知。以下「防疫指針留意事項」という。）、

に定めるもののほか、本マニュアルに基づき実施する。 

 

（１）発生予防 

 本病の対策は、農場等への本病の病原体の侵入防止を図ることが重要である。その

ため、県は、近隣諸国や国内における発生状況等の正確な情報提供に努める。また、

家きんの所有者は、本病の発生予防に関する知識の普及・啓発に努め、的確な発生予

防措置が講じられるよう、法に基づく「飼養衛生管理基準」の遵守を図る。 

 

（２）早期発見・通報 

 県は、本病の迅速な初動防疫対応のため、日頃から家きんの所有者に対し、本病の

特性や侵入の危険性について周知を図り、本病を疑うような症例があった場合は、速

やかに獣医師又は最寄りの家畜保健衛生所（以下「家保」という。）に通報するよう

啓発する。 

 

（３）迅速な初動防疫措置 

 本病のまん延防止のためには、迅速な初動防疫を実施することが重要である。一連

の防疫作業においては、県をはじめ、市町、関係団体、家きん飼養者等が十分に連携

し、迅速かつ的確な防疫措置を実施する。 
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３ 鳥類のインフルエンザ 
 鳥類のインフルエンザは、A型インフルエンザウイルスの感染による疾病であり、 

法では、そのうち、次の３つを規定している。本マニュアルは（１）と（２）につい

て規定するものである。 

 

（１）高病原性鳥インフルエンザ（以下「HPAI」という。） 

 国際獣疫事務局（OIE）が作成した判断基準により HPAIウイルスと判定された A型

インフルエンザウイルスの感染による鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちょ

う、ほろほろ鳥又は七面鳥（以下「家きん」という。）の疾病。 

 

（２）低病原性鳥インフルエンザ（以下「LPAI」という。） 

 H5又は H7亜型の A型インフルエンザウイルス（HPAIウイルスと判定されたものを

除く。）の感染による家きんの疾病。 

 

（３）鳥インフルエンザ 

 HPAI ウイルス及び LPAI ウイルス以外の A 型インフルエンザウイルスの感染による

家きんの疾病。 

 

 HPAIウイルスは、伝播力が強く、高致死性であることから、ひとたびまん延すれば、

長崎県の養鶏産業に及ぼす影響は甚大である。また、海外では、家きん等との接触に

起因する HPAI ウイルスの感染による人の死亡事例も報告されており、公衆衛生上の

観点からも本ウイルスのまん延防止は重要である。 

 LPAI ウイルスは、HPAI ウイルスと同様に伝播力が強いものの、ほとんど臨床症状

を示さず発見が遅れるおそれがあり、また、海外では、HPAIウイルスに変異した事例

も確認されているため、HPAIウイルス同様に摘発淘汰を基本とする防疫措置を行う。 
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